
「除去土壌の処分に関する検討チーム」の運営について

除染等の措置に伴い生じた除去土壌の埋立の処分方法の考え方について検討

することを目的として、環境回復検討会の下に設置された「除去土壌の処分に

関する検討チーム」（以下「検討チーム」という。）の運営は以下により行うこ

ととする。

１ 検討事項

福島県外の除染等の措置により生じた除去土壌を対象として、以下の事項に

ついて検討する。

（１）除去土壌の埋立の処分方法における安全確保の考え方

（２）除去土壌の埋立の処分方法における安全確保の要素

（３）その他除去土壌の処分に係る事項

２ 検討チームの構成

（１）検討チームは、上記１の検討事項に関する専門的知見を有する学識経験

者等をもって構成する。

（２）検討チームには、委員の中から事務局が指名する座長を置く。

（３）座長は、検討チームの議事運営に当たる。

（４）座長に事故があるときには、座長があらかじめ指名する委員がその職務

を代行する。

（５）検討チームに、専門の事項を検討させるため必要があるときは、臨時委

員を置くことができる。

３ 事務

検討会の事務は、環境省環境再生・資源循環局環境再生事業担当参事官室に

おいて行う。

４ その他

検討チームは、公開とする。
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